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１【提出理由】

当社は、平成27年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年６月23日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①　商号「広島ガス株式会社」に、英文表記「HIROSHIMA GAS CO.,LTD.」を追加するものでありま

す。

②　平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、責

任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されることに伴い、新たに責任限定契約を締

結できることとなる業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、そ

の期待される役割を十分に発揮できるように、現行定款第28条(取締役の責任免除)及び第37

条(監査役の責任免除)の規定の一部を変更するものであります。

第２号議案　取締役11名選任の件

深山英樹、田村興造、中村治、山本宏之、松藤研介、角廣勲、松村秀雄、椋田昌夫、蓼原泰蔵、

谷村武志、北前雅人を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

伊藤博之、髙﨑知晃を監査役に選任するものであります。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
定款一部変更の件

542,709 233  (注)１ 可決 99.91

第２号議案
取締役11名選任の件

   

(注)２

  

深　山　英　樹 542,031 1,011  可決 99.78

田　村　興　造 542,363 679  可決 99.84

中　村　　　治 542,136 906  可決 99.80

山　本　宏　之 542,136 906  可決 99.80

松　藤　研　介 542,172 870  可決 99.81

角　廣　　　勲 541,654 1,388  可決 99.71

松　村　秀　雄 542,565 477  可決 99.88

椋　田　昌　夫 541,856 1,186  可決 99.75

蓼　原　泰　蔵 542,172 870  可決 99.81

谷　村　武　志 542,152 890  可決 99.80

北　前　雅　人 542,622 420  可決 99.89

第３号議案
監査役２名選任の件

   

(注)２

  

伊　藤　博　之 541,854 1,088  可決 99.75

髙　﨑　知　晃 541,875 1,067  可決 99.75
 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。
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